
群群馬馬県県適適正正化化通通信信 NNOO．．１１２２００（（平平成成３３００年年８８月月号号））   

 「事業報告書及び事業実績報告書の提出」及び「原価計算シートの活用」  
 

  貨物自動車運送事業者は貨物自動車運送事業報告規則により、毎事業年度における営業

状況を報告する「事業報告書」及び前年４月１日から３月３１日までの１年間の輸送実績

を報告する「事業実績報告書」を定められた期日までに提出しなければなりません。 

  各報告書を提出していない事業者の皆様は、早期の提出をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

各事業者の売上や経費について、運送原価を把握することが適正な運送取引に繋がりま

す。利益率や費用の配分などを把握、分析することで、車両、運行ごとのコスト管理が出

来るようになります。そのためには、確実な「原価計算」が必要です。（公社）全日本トラ

ック協会では、経営実態を把握する支援ツールとして「原価計算シート」をホームページ

に掲載していますので、コスト管理に活用してください。併せて、（一社）群馬県トラック

協会では毎年度、原価計算に関するセミナーを開催しています。原価を適正に把握し、お

客様や荷主企業との価格交渉に活かしましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不明な点は気軽に適正化指導員にお尋ね下さい。 

群馬県貨物自動車運送適正化事業実施機関 
電話 ０２７－２１２－８８２１ 

 事業報告書  
  事業報告書は、毎事業年度の経営状況を報告するものです。 

  提出期限は各社の決算期によって異なりますが、毎事業年度終了後１００日以内

に提出しなければなりません。 
 

 事業実績報告書  
  事業実績報告書は、毎年４月１日から翌年３月３１日までの１年間の輸送実績を

報告するものです。 

  提出期限は決算期に係わらず、毎年７月１０日までに提出しなければなりません。 
 

● 提 出 先：主たる事務所の所在地を管轄する各運輸支局に提出 

● 提出部数：２部（事業者控え含む） 
 

※ 各報告書の様式はオール群馬トラックセンター協同組合で販売又は群馬県適正化事業
実施機関ホームページ（http://www.gta.or.jp/tekisei/download.html）に掲載し
ています。 

 原価計算の必要性  
 
● 原価に見合った適正な運賃・料金の収受 

● 現在の運賃・料金が適正か否かを見極め、運行の効率化、具体的対策を検討 

● 利益改善のための営業収益、営業費用を踏まえたコスト削減 

● 燃料高騰、高速料金等の各種費用への対応 

● 経営幹部、運行管理者、運転者等に対する情報共有化による原価意識の向上 
 

 原価計算シートの活用  
 
  （公社）全日本トラック協会ＨＰ：お役立ちコンテンツ 

運賃原価．ｃｏｍ（http://運賃原価.com/） 

http://www.gta.or.jp/tekisei/download.html
http://運賃原価.com/


 
 
 
（公社）全日本トラック協会：運賃原価．ｃｏｍより 

（http://運賃原価．ｃｏｍ） 
 

 

 

 

 


